
社保審一介譲給付費分科会   

第61回（H20．12．3）l参考資料3  要介護認定一次判定ロジック見直しの主な経緯  

○現行の要介護認定一次判定ロジックに関する課題  

課題1現行のものは平成13年のデータを使用  
・対応方針＝最新のデータに基づく一次判定ロジックの構築  

た上で、介護認定審査会の  
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課題2 現行  
これは煩雑な  れてし1るがこ  ■
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場で、「認知の  」  

上l±適用上のバラツキがある  

・対応方針：コンピュータ判定による要支援2と要介護1の判別  

課題3 調査項目が多く煩雑  

・対応方針：認定調査の負担  
項目の見直しを行う  
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現行68項目＋新規6  
項目で樹形図を作成  
し、モデル事業（第2  
次）を実施   



要介護認定モデル事業（第二次）について  

・全市町村で実施  

・従来の認定と新判定ソフトを用いた新しい認定を併用  

モデル事業（第二次）対象者数   

各市町村等のモデル事業の対象者数は人口規模に応じて、下記の通り設  
定した。  

1万人未満‥＝・■t…■＝＝・＝‥・T・ 5人  

1万人以上5万人未満＝＝……・1 10人  

5万人以上10万人未満＝…・＝・・ 15人  

1▼0万人以上30万人未満……… 40人  

30万人以上5q万人未満……… 75人’  

50万人以上100万人未満＝＝＝1 150人  
100万人以上＝・＝＝＝＝＝・＝＝ 300人   



審査会資料の変更点  

認定調査項目の見直し（82項目→74項目）  

認定調査項目の群分けの再編（7群→5群）  

立度Ⅱ以上の蓋然性（％）の表示  認知症高齢者自  

状態の安定性の推計結果の表示  

中間評価項目得点表の見直し  

日常生活自立度の組み合わせの削除  

要介護度変更の指標の削除  

定等基準時間の帯グラフ表示の導入   要介護認   

①  

②  

③  

④  

⑤  

⑥  

⑦  

⑧  



現行の審査会資料（見本）  
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平成20年11月  
平成19年8月  
平成柑年8月  
平成20年11月  

介護認定審査会資料  扱注意   
合議体番号：000077 No．1  

被保険者区分：第1号被保険者 年齢：糾歳 性別：女  
申請区分 ：新規申請  前回要介護度：なし  

現在の状況：居宅（施設利用なし）  

前回認定有効期間：  月間  

至1盈定調査項眉  

⊥瑞は、  実際のケア時間を示すものではない）  
ー嘗‾ー許‘－「「  

一次判定結果 ：要介護1相当  

要介護認定等基準時間：33・9分  ［］［］  

（麻痺拘稲）  
く左一下肢）  

（右一下肢）  

くその他〉  
2、拘籍く百聞飽）  

く肘関節）  

く股関節）  

（膝関理l）  

く見聞華）  

（その他）  ‘1ニー‾穣貰す●‘‘‘‘－‾‾■‾… 

食事  排泄  移動  清潔 保持  間接  問題 行動  機能 訓練  医療 関連   

0，7分  0＿5分  l＿0分  8＿6分  7＿3分  4．3分  2ニヰ分  9．1分   

起き上がり  
座位保持  
両足での立位  
歩 行  
移 乗  
移 動  

自分で支えれば可   

つかまれほ可 要  

うか首筋†  †■ ‾－這■写三部町■‾ 

2．片足での立位  支えが必要  
3洗身  tう、■  

、  

2 えん下  
3 食事妻琵取  
4、飲 水  
5 排 尿  

便
 
 
 

排
 
 認許■■て竃使悪漢…【‾‾‾¶ 

り整 髪  
Ⅰつめ切り  

2丁上衣の着脱  
イズボン等の着脱  

3 薬の内服  
4 金銭の管】塁  
5 電話の利用  

一部介助  
一部介助  
一部介助  
◆ナ4一ム．いl  

中間評価項目得点   

第1群  第2群  第3若羊  第4苔  第5詳  第6＃  第了解   

86，5  60．畠  43．9  100．口  77．7  80．2  92．9   

6．日常の意思決定 星特別な場合以外可  ‾‾叩…【【  r山一・・一－Ⅶ■－－■1ギ■■‾－－…’‾－－‾一冊◆■ 

3 意思の伝達  
4 指示への反応  
57毎日の日課を理解  

イ．生年月日をいう  
ウ短期記憶  

やつと聞える   

ときどき通じる  
4 日鴬生活自立度の組み合わせ  

障害高齢者自立度：Al  誌知症高齢者自立度：Ⅰ  
自分の名前をいう  
今の章節を理解  

自立  要支援「  要介護1  要介護2  要介護3  要介護4  要介護5   

0％  10％  60％  20％  10％  0％  0％   
イ 作 話  
り 幻視幻聴  
工 感情が不安定  
オ 昼夜逆数  
力 量音暴行  
キ 同じ芸孟をする ク 大声を出す  

ケ 介護に抵抗  
】 常時の都祁】  
サ 落ち着きなし   
シ 外出して戻れない  
ス 一人で出たがる  
セ 収集癖  
ソ 火の不始末  
夕 物や衣類を壊す  
チ 不潔市為  
ツ 暴食宥勤  
テ ひどい物忘れ  

改善可能性の琴萱判定で使用 ときどきある  
認知症高齢者の日常生活自立度  
蕊定訳査結果〔Ⅰ）主治医意見書〔Ⅷ8〕  

r認知症高齢者の日常生活自立度」の蓋然性評価  

A  8  C  D        ○   

薫†認知症高齢者の日常生活自立度Jが  
【自立－1」の蓋然性が   

〈一花も以上  B・5仇以上75繋未満   

G．25㌔以上5帆未満D25笥未満  

認定調査結果t廃用の程度に関する調査項目〕  
つかまれば可  
自立  
度っていることが多い  
過1回以上  く特別な医療〉  

環境・参加の状況等の変化 ：ない  
気管切開の処置  
療痛の看読  
経菅栄羞  
モニター測定  
じよくそうの処置  
カテーテル   

点洩の管理  
中心静脈莞毒  
透析  
ストーマの処琶  
酸素療法  
レスピレーター  

認知機能・轟用の讃磨から杵昏さ九る給付区分   
口予防掛寸相当  団介護給付相当  



モデル事業用審査会資料（見本）  
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早暁謝専一  
早成鰻辱法  
学成摘辱昏  
専横；氾隼耶  

介護設定審査会凛軸  取扱注意   
爵＃伴睾号，窃肌蹴琶恥  ¶  

推廃除寮題針郭1句推併談覇 卒軌混線 性辣・女  
甲携漁労 ．騎龍申請  簡隠蓼介護腹・なL  

現有肪挟狸一居宅瀾股利韓なL・l  
前桶泄直需駒脚 眉閲  

票数助ケア蒲柳芭請すも船で壮なLl：・  く＝の蘭1削ま．   

最礫勲椰嶺穂曲射轡  寮1詳 悪事取持   
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醐如l  
欄朋闇1  
モめね月  

コ 渾戴こJ  
ぐ】糧㌻出師l  
ら 再録嶺轄  
6 嶺計ロー乃招L・挫  

㌻ 静㌣  
U 豆粗ぶがリ  
9 汁単で爵∬密  
1U 慕■  
11 つめ官卜‡  
1i 博チ】  
13 ■†】   

つか′翼九ぼ句  
「3▲か掌れぼ甲  

良錦町長泉無題判   

・裏凋細凋呵   
－ニ′か限九ば頓   

首貴か患夢  

やつ牒こ常果せ  
農事  排蕎  犠鞄  ．；罵謬  間欄  同   

○  
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コ ＃如  
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苧捧調  
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横l欝  ■空繹  ≠3鱒  泰斗育  篭ら掌   

毒d．4   1胎．匂  l曲、苺  7温＿6  さ尋．燥   

；言昂¢事毒  
ご 電巳収・巴腱を耀踊  
： 勺ヱ⊂貞日干こ■1  

▲ Ⅶ覇禦甥  
b 内野卯観罰をl・う  
6 欄膵贈野郎拍  
㌔≠掬椚礫輔  
u 電碍の聯  
” 椚、遵ILr．軋れ髄一L  

4 日智蹟髄良患瘡  

弾幕叢勲等掛悪漢  A！  
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介蟻亨、こ、醜摂  
b 導f．事露盤L  
9 一人で也たがも  

1【l 窃義■  
Il 撫や苓導管零す  
1ご Tげ温t艶有れ  
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ま旬鼓藁齢菅由白帯隻語防蕊凍   
認澄謂鴬棺黒  1  

遷凋落書見書  直、ぬ  

盟勅裁菌克凍温以上曲事然憶   69 0恥  

挟撃め営乾性  労資  

梅村定常  介護給付  
艶揚  

6 温落釣サ珊ビス知轍遠 iない  

習騰悪議凛拓に絆する鋼鰯  

－′節介馳  

曙巌な、場療U幣勾  

一軽骨欄  
一喪舟厳  

せ油重曹．鞭  
空電の簾澄渡富  
農増霹転が甲貯な  
■．・t  
ホ儀隼錆欄  

韓髄屯所檜  

毒舘嘉薫雷  餓警屯研  

の描   
膚  

レスビレー′中一  カサー争乱   



《モデル事業データ分析結果》   

年齢階級別集計  

年齢晦歓  牒埠餌軒  照郎痺    1‘性さ別－、′     男性∴  ．女性、，  
～65   929   3．01％   510 i 419  

65～69   1．629   5．29％   804   825  

70～74   3，171   10．29％   1．346  1．825  
75～79   5二971   19．38％   2，132  3．839  
80・－84   7．992   25．93％   2．459   5．533  
85～89   6．634   21．53％   1，644  4，990  

90～94   3．407   11．06％   819   2，588  
95－99   968   3．14％   203 1 765  

100～   118   0．38％   16   100  

合計   30，817  t  lOO％   9，933  20，884  
構成比牽  一一一一一一′  一一一一一一′   32．23％  67．77％  

報告市町村等数：1626  

モ責ル事業掟よる≠次判定行果  
年畔酎   溝3。  専介 揺1   等苺裾紐・  ．垂介護1：∴  書冊書旨之  、等介   護4  ∴孝介藷怒二  

～65   24 i 144 i 155 j 181 i 155 j 102   91 i 77  

65～69  
70～74   ss i 772 i sos i 628 i 393 f 246   275   162  
～                    75  

80～84   225   2235  1348   1807   874 i 619   612   272  

85～89   154   1524  1005   1707   815 f 588 i 545   296  

90～94   55 i 520 i 410 i 851 i 475 i 417   432   247  

95～99  3   86   62 i 197 i 162 i 156 i 201   101  

100～   0   口   4   15   18 i 37   19   22  

合計   772 i 7，343  4，935   6，993   3，782  2．728  2，751   1，513  
251％  2383％  1601％  2269％  1．7％   8．85％   8，93％   4．1％  

～65   16   1†8   170 i 174   162  年齢階臥l  へ、モデル事業にま乱ノ      墾  判定結果二          、非該当  書支1婁†  妻妾攫乏  ノ婁介誰1∴ミ  、、要介護  2／、；  二1・署介＝書瞥3二′  事介護4■    介護5∴      lコ            121  84  82  
65′、■69   

4   80 i 700   585 i sos i 479  307 i 236   171  

5～79   117ii 1588  1091   1224   757  532 j 354   295  

80～84   154  2050  1456   1（∋88   1038  762 ; 517   322  

82   1391  1140   1504   970  687 i 516   339  85～89   
23 i 455 i 470 i 748 j 5  52   454 i 402   302  90～94   
0   60 t 93 i 167 i 166  176 i 180   125  ～99                      95  
0   3   2   14 f 19  35 i 20 i 23  100′〉  

6，686  5，298   8，461  4，397   3，241  2，442   1，753  合計   
一                  lミ  



《モデル事業データ分析結果》  

①現行の審査判定による重軽度変更率（全国、都道府県別）  

ニ次判定結果 － 一次   判定結果   データ件数   

都道府県  軽度変更  変更なし  重度変更  軽度変更件数  変更なし件数  重度変更件数   対象件数   

北海道   9．9％   64．7％   25．4％   149   975   383   1，507   

青森県   11．6％   71、5％   16．9％   48   296   70   414   

岩手県   5．2％   70．9％   23．8％   18   244   82   344   

宮城県  4．3％  64．0％  31．7％  22  329  163   514   
秋田県   5．4％   67．9％   26．6％   17   212   83   312   

山形県   6．9％   69．1％   24．0％   24   242   84   350   

福島県   5．6％   70．6％   23．8％   39   490   165   694   

茨城県   7．4％   70．6％   21．9％   55   522   162   739   

栃木県   6．6％   70．1％   23．3％   35   373   124   532   

群馬県   7．0％   69．6％   23．3％   41   406   136   583   

埼玉県   6．9％   68．0％   25．1％   95   942   348   1，385   

千葉県   6．0％   72．9％   21．1％   72   870   252   1，194   

東京都   5．2％   68．8％   26，0％   132   1，759   664   2，555   

神奈Jtl県   7．4％   70．0％   22．6％   132   1，248   404   1，784   

新潟県   乱8％   68．6％   22．6％   50   389   128   567   

富山県   8．1％   69．7％   22．1％   22   189   60   271   

石川県   8．9％   74．3％   16．8％   27   226   51   304   

福井県  83．0％   14．0％   8   220   37   265   

山梨県   5．4％   78．8％   15．8％   10   145   29   184   

長野県   6．0％   71．1％   23．0％   38   452   146   636   

岐阜県   9．7％   67．6％   22．7％   57   396   133   586   

静岡県   5．4％   73．6％   21．0％   46   631   180   857   

愛知県   7．8％   70．8％   21．4％   127   1，154   349   1，630   

三重県   5．7％   71．0％   23．3％   34   423   139   596   

滋賀県   7．8％  6臥9％  23．2％  32  282  95   409   

京都府  7．9％  70．5％  21．6％  29  258  79   366   

大阪府   5．4％   79．0％   15．6％   130   1，906   377   2，413   

兵庫県   11．0％   68．1％   20．9％   146   902   277   1，325   

奈良県   7．3％   80．8％  27   298   44   369   

和歌山県   11．6％   63．1％   25．3％   28   152   61   241   

鳥取県   13．3％   56．3％   30．4％   18   76   41   135   

島根県   6．7％   70．0％   23．3％   15   156   52   223   

岡山県   6．9％   74．2％   18．9％   31   334   85   450   

広島県    67．9％  15．0％  133  530  117   780   

山口県   11．1％   61．3％   27．6％   46   253   114   413   

徳島県   11．2％   70．7％   18．1％  0  24   152   39   215   

香川県   8．6％   71．0％   20．4％  16  132  38   186   

愛媛県   10．8％   56．3％  ；′ も′，ケ  b′  46   240   140   426   
高知県   7．0％   71．6％   21．4％  0  18   184   55   257   
福岡県   5．4％   74．1％   20．4％   54   740   204   998   

佐賀県   7．4％   6臥6％   24．0％   17   157   55   229   

長崎県   7．1％   67．2％   25．7％  0  21   199   76   296   

熊本県   5．9％   68．8％   25．3％  0  30   348   128   506   

大分県  6．9％   80．1％   13．0％   37   432   70   539   

宮崎県   12．5％   65．8％   21．7％  0  39   206   68  313   

鹿児島県   9．4％   69．2％   21．4％  0  51   375   116   542   

沖縄県   3．4％   80．4％   ● 1－  0  12   283   57   352   

全国平均   7．8，i   70．2％   22．0％   2，298   21，了28   6，760   30．786   

標準偏差   2．7   5．4   4．4  l    II  



《モデル事業データ分析結果》  

②モデル事業の審査判定による重軽度変更率（全臥都道府県別）  

ニ次判定結果一十次判定結果 データ件数  

北海道   ％   783％   160％   85   1，181   
白    ±、’な    牲叉   ′「 な   対象件数                    田  メl  

242   1．508  

自   ○   819％   104％   32   339   43   414  

山手県   26％   776％   19．8％   9   26了   68   344  

■±＝lt∃   8   7％   16即i   4   425   85   514  

目   0   798％   151％   16   249   47   312  

山形県   29％   800％   171％   10   280   60   350  

福島県   46％   827％   12．7％   32   574   88   694  

■■ld‾  l∃   0％   8349〈   136％   22   617   101   740  

栃木県   43％   810％   147％   23   431   78   532  

、t∃   38％   818％   144％   22   478   84   584  

lヨ   51％   796％   153％   70   1，103   212   1，385  

千葉県   25％   836％   139％   30   998   166   1．194  

東泉都  31％   791％   178％   80   2022   455   2，557  

神太Jtt県  41％   260   1，785   

新潟県   60％   808％   1 34   458   75   567  

青山県   30％   753％  ■関謁，、富・・   8   204   59   271   

石川県   59％   829％   112％   18   252   34   304  

福井県   静班騰軌   845％   136％   5   224   36   265  

山利県   161   18   184   

長野県   419宅   805％   154％   26   512   98   636  

岐阜県   56％  － 841％   10．2％   33   493   60   586  

静岡県   57％   834％   109％   49   716   94   859  

愛知県   52％   818％   13．0％   84   1，334   212   1，630  

＝重県   27％   831％   14．3％   16   495   85   596  

滋督県   63％  803％  13．4％  26   330   55   411  

▲都府   49％   844％   10．7％   18   309   39   366   

大阪府   32％   845％   12．3％   78   2・，030   295   2，403   

丘庫県   83％   814％   10．3％   110   1，079   136   1，325  

太良県   78％   851％  29   315   26   370  

和歌山県   62％   805％   1．3％   15   194   32   241  

鳥取県   104％   770％   12．6％   14   104   17   135  

島根県   22％   834％   14．3％   5   186   32   223  

岡山県   24％   89．1％   8．4％   401   38   450  

広島県   71％   814％   11．5％   55   635   90   780  

山口県   36％   80．4％   16．0％   15   332   66   413  

徳島県   37％   865％   9．8％   8   186   21   215  

香川県   38％   83．3％   12．9％   7   155   24   186  

愛媛県   52％   80．3％   14．6％   22   342   62   426  

高知県   7．4％   82．5％   10．1％   19   212   26   257  

福岡県   809i  0  808％   11．2％   80   809   2  1，001  

佐賀県  8．4％  79．即‘  0  12．0％  0       19  179  2  7  225  

長崎県   6．8％   79．4％   13．9％  0  20   235   41   296  

熊本県   3．2％   81．2％   15．6％   16   411   7  9  50  6   

大分県   5．6％   84．9％   9．5％  0  30   457   5  1  53  8   

宮崎県   菓㌍雛雛  8 73．5％  0   15．3％   35   230   4  8  31  3   

鹿児島県   7．0％  0  76．8％   16．2％  0  38   41  7  8  8  54  3   

沖縄県   4．0％   87．2％   8．88  施  1  4  30  7  3  1  35  2   

全国平均  1   1．471   25，119  1  4，196 30．了86   

標準偏差   2．2   3．0   ．  



《モデル事業データ分析結果》  

現行とモデル事業の二次判定結果の要支援2／要介護1の比率の比較  

①現行の二次判定結果の要支援2／要介護1の比率比較（都道府県別）  
現行の二次判定精黒  

箭2  プ≡1   

都道府県   比率   比妥   

北海道   349   53．5％   303   46．5％   

青森県   55   4・6％   74  57．4％  

42  
l・・リ   t∃  

，羊・れ Yま＝hニュイ 与  

患城県   83   44．1％   105   55．9％   

秋田県   58   41．7％   81   58．3％  

山形県   71   46．4％   82   53．6％   

福島県   165   56．3％   128   43．7％   

茨城県   120   42．1％   165   57．9％   

栃木県   102   52．0％   94   48．0％   

群馬県   135   51．9％   125   4臥1％   

埼玉県   232   43．0％   ′307   57．0％   

千葉県   283   54．2％   239   45．8％   

東京都   511   49．0％   532   51．0％   

神奈川県   406   56．0％   319   44．0％   

新潟県   111   50．2％   110   49．8％   

曾山県   37   40．2％   ssi 59，8％   

石Jtl県   82i 59．4％   56j 40．6％   

冨井県   49j 51．0％   47j 49．0％   

山梨県   25j 39．7％   38j 60．3％   

長野県   100i 42．4％   136i 57．6％   

睦白匝   losi 52．2％   96j 47．8％   

静岡県   149i 44．9％   183i 55，1％   

愛知県   350j 54．0％   2981 46．0％  

＝重県   140j 58．3％   tooi 41．7％   

滋賀県   92j 50．8％   89j 49．2％   

京都府   69i 50．4％   68j 49．6％   

大阪府   5991 61．0％   3831 39．0％   

丘庫県   24   51．4％   231j 48．6％   

奈良県   9  41j ご三≡さ≡1§≧ 

和歌山県   59j 59．6％   40j 40．4％   

鳥取県   27I 47．4％   30i 52．6％   

島根県   48j 51．1％   46j 48．9％   

岡山県   皿   57．6％   81i 42．4％  

広島県   170j 52．0％   157j 48．0％  

山口県   79j 48．8％   83j 51．2％  

徳島県   48i 54．5％   40i 45．5％  

香川県   27I 47．4％   30i 52．6％  

愛媛県   88i 46．3％   102i 53．7％  

高知県   37j 45．1％   45j 54．9ウi  0   

福岡県   2291 53．5％   199j 46．5％  

佐賀県   34I 41．5％   4   58．5％  ○   

長崎県   54j 41．9％   75j 58，1％  

熊本県   100i 53．5％   87j 46．5％  ひ   

大分県   131j 56．0％   103j 44．0％  ○   

宮崎県   75j 52．4％   68j 47．6¢  施   

鹿児島県   90i 43．1％   1191 56．9％  ○   

沖縄県   70i 52．2％   ■ 6   47．80  ‰   

5，98  
全国平均  

合計   

48．¢％  

標準偏差  6．7  



《モデル事業データ分析結果》  

現行とモデル事業の二次判定結果の要支援2／要介護1の比率の比較  

②モデル事業の二次判定結果の要支援2／要介護1の比率比較（     都道府県別）  

モデル事業の二次判定結果  

要支  援2   

件数 

要介  ・蓋   

都道府県 比妾   比率 

北海道   272   44．4％   341   55．6％   

青森県   58   36．7％   100   63．3％   

岩手県   48   40．3％   71   59．7％   

宮城県   66   32．4％   138   67．6％   

秋田1県   41   32．0％   87   68．0％   

山形県   47   34．1％   91   65．9％   

福島県   124   45．8％   147   54．2％   

茨城県   106   36．6％   184   63．4％   

栃木県   105   51．0％   101   49．0％   

群馬県   94   41．0％   135   59．0％   

埼玉県   217   42．0％   300   58．0％   

千葉県   214   43．6％   277   56．4％   

東京都   447   45．5％   535   54．5％   

神奈川県   312   46．8％   3551, 53．2％   

新潟県   96   43．4％   125   56．6％   

富山県   30   34．9％   56   65．1％   

石川県   52   44．1％   66   55．9％   

福井県   45   45．9％   53   54．1％   

山梨県   17  49  磯鰍   
長野県   98   41．5％   138   58．5％   岐阜県  92   46．9％   104   53．1％   

静岡県   126   40．4％   186   59．6％   

愛知県   266   44．6％   331   55．4％   

三重県   108   48．2％   116   51．8％   

滋賀県   77   47，5％   85   52．5％   

京都府   58   43．0％   77   57．0％   

大阪府   484   56．2％   377   43．8％   

兵庫県   231   49．1％   239   50．9％   

奈良県   76  うー架旋洒‘繍競勧鮮こ、・、ふ1こ：l＄さ肋呵梯・∴ご   53  

和歌山県   57   58．2％   41   41．8％   

鳥取県   19   33．3％   38   66．7％   

島根県   45   47．9％   49j 52．1％   
岡山県   82   47．4％   91   52．6％   

広島県   153   47．5％   169j 52．5％   

山口県   62   43．1％   82j 56．9％   

徳島県   45   51．1％   43j 48．9％   

香川県   26   44．8％   321 55．2％   

愛媛県   73   40．1％   109j 59．9％   

高知県   36   38．7％   57j 61．3％   

福岡県   183   43，3％   2401 56．7％   

佐賀県   34   42．5％   46j 57．5％   

長崎県   59   47．6％   65i 52．4％   

熊本県   98   48．8％   103j 51．2％   

大分県   119   50．6％   印   49．4％   

宮崎県   65   45．5％   78j 54．5％   

鹿児島県   82   39．6％   125j 60．4％   

沖縄県   53   46．9％   60i 53．1％   

5，298  
54．9％   

模準偏差  6，461  8．5   

繋   



現行制度とモデル事業の一次判定による判定結果の比較  

現行制度とモデル事業の一次判定による各要介護（要支援）状態区分の出現状況  

要介護1相当  
非該当   要支援1  （要支援2および  要介護2   要介護3   要介護4   要介護5   

要介護1）  

現行制度   4．8％   21．8％   39．3％   12．1％   9，2％   6．8％   6．1％   

モデル事業   2．5％   23．8％   38．7％－   12．3％   8．9％   8．9％   4．9％   

現行制度とモデル事業の一次判定による各要介護（要支援）状態区分の一致率等  

件数   比率   

17，764   57．6％   

6，088   19．8％   

6，965   22．6％   

30，817   100．0％   

一次判定（現行）→一次判定（モデル事業）  

軽度の判定  

一次判定（現行）→一次判定（モデル事業）  

重度の判定   

11  



現行制度とモデル事業の二次判定による判定結果の比較  

現行制度とモデル事業の二次判定による各要介護（要支援）状態区分の出現状況  

非該当   要支援1   要支援2   要介護1   要介護2   要介護3   要介護4   要介護5   

現行制度   1．5％   19．4％   20．6％   19．5％   14．4％   11．5％   7．3％   6．0％   

モデル事業   1．7％   21．7％   17．2％   21．0％   14．3％   10．5％   7．9％   5．7％   

現行制度とモデル事業の二次判定による各要介護（要支援）状態区分の一致率等  

件数   比率   

一致   19，442   63．2％   

二次判定（現行）→二次判定（モデル事業）   

軽度の判定   
6，189   20．1％  

二次判定（現行）→二次判定（毛デル事業）   

重度の判定   
5，139   16．7％  

計   30，770   100．0％   

12   



要介護認定モデル事業（第二次）の結果の概要  

・二次判定による重度変更、軽度変更（ともに全国での平準化が図られた。  

・要支援2、要介護1の全国での出現比率のバラツキは若干の改善が見られた。  

一 現行及びモデル事業の一次判定において判定が一致した割合は57．6％、モ  
デル事業の方が現行の判定より重度に判定される割合は22．6％、軽度に判定さ  
れる割合は19．8％であった。  

1現行及びモデル事業の二次判定において判定が一致した割合は63．2％、モ  
デル事業の方が現行の判定より重度に判定される割合は16．7％、軽度に判定さ  
れる割合は20．1％であった。  

一 全国における各要介護（要支援）状態区分の出現割合については、一次判定、  
二次判定ともにほぼ現行の審査判定と同等であると考えられる。  

今後、今回の検討内容を基にバグの修正等を含めソフトウエアの改修を行い、  
平成21年度のソフト導入をすすめたい。  

13   



要介護認定一次判定ロジック（樹形図）変更の流れ  

14   



今後の予定  

マニュアルの配布（：12月－1月）  

新認定ソフ■ト配布（1月中旬）  

平成21年3月で有効期間が満了する者  

の更新申請の受付開始（有効期間満了  

日の60日前から）  

平成21年4月全面施行  

●  

●  

●  

●  
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